
 

 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会議事要旨 

 

１ 日 時  令和６年１１月１１日（月）13:30～14:50 

 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石渡委員，各務委員， 

神里委員，後藤委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員，仁科委員， 

畑山委員，平子委員，村井委員 

※利益相反に該当する場合，当該審査案件の審査においては一時退席 

 

４ 議 事 

（１）令和７年度の医学部の収容定員の増加に係る学則変更認可の可否について 

事務局より，資料１に基づき，令和７年度からの私立大学医学部の収容定員の増

加に係る学則変更認可申請審査表について説明があった後，審議が行われ，原案の

とおり了承された。 

 

（２）令和８年度開設予定の大学等の設置認可の諮問について 

   事務局より，資料２に基づき，文部科学大臣より令和８年度開設予定の大学等の

設置認可に関する諮問があったことについて説明があった。 

 

（３）専門委員会及び専攻分野の構成について 

事務局より，資料３に基づき，専門委員会及び専攻分野の構成について説明があ

った後，審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

（４）令和８年度開設予定の大学等の専門委員会・審査会付託先について 

事務局より，資料４に基づき，令和８年度開設予定の大学等の設置認可の審査に

関する専門委員会及び審査会の付託先について説明があった後，審議が行われ，原

案のとおり了承された。 

 

（５）令和８年度開設案件の審査等の取扱いについて 

事務局より，資料５－１，５－２，５－３，５－４，５－５，５－６，５－７に基

づき，令和８年度開設案件の審査等の取扱いについて説明があった後，審議が行わ

れ，原案を一部修正することとし，了承された。 



 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会（メール審議） 

議事要旨 

 

 

１ 議決日  令和６年１１月２７日（水） 

 

２ 議決者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石渡委員，各務委員， 

加藤委員，神里委員，後藤委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員， 

仁科委員，畑山委員，平子委員，益委員，村井委員 

 

３ 議 事（メール審議） 

 

（１）バリアフリー教養大学の審査の取扱いについて 

  大学設置・学校法人審議会運営規則第７条第１項に基づき，メール審議とすること

が確認され，配付資料により，バリアフリー教養大学の審査の取扱いについて審議が

行われ，原案のとおり了承された。 



大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和６年 12月 13 日（金）14:10～16:50 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３． 出席者  髙橋委員（主査），畑山委員（主査代理），北山委員，時任委員，中島委員，   

西嶋委員，仁科委員，寳金委員，前田委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，稲葉委員，藤田委員，吉井委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（全体計画審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【太田医療科学大学】 

・ 健康科学部 リハビリテーション学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案の

とおり了承された。 

 

【大阪医療大学】 

・ 医療看護学部 理学療法学科，看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条３に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【博多大学】 

・ データサイエンス学部 データサイエンス学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条３に基づき，警告を付すことが了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，面接による審査を実施すること

が了承された。 



大学設置分科会 審査会（第２審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和６年 12月 13 日（金）10:00～13:40 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３． 出席者  前田委員（主査），石崎委員（主査代理），石渡委員，植木委員，神里委員，    

坂本委員，鮫島委員，千葉委員，廣瀬委員，藤垣委員 

（専門委員会からの出席 後藤委員，中村委員，原田委員，吉田委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（全体計画審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【福岡国際音楽大学】 

・ 音楽学部 音楽学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正すること

とし，了承された。 

 

【西日本看護医療大学】 

・ 看護学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

【那須短期大学】 

・ 看護学科（３年制）に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正すること

とし，了承された。 

 



大学設置分科会 審査会（第３審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和６年 12月 10 日（火）13:00～14:50 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３． 出席者  松尾委員（主査），曄道委員（主査代理），井野瀬委員，梅原委員，加藤委員，  

塚本委員，堤委員，濱中委員，林委員，益委員，𠮷𠮷川委員，渡辺委員 

（専門委員会からの出席 青木委員，後藤委員，堀田委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（全体計画審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【コーイノベーション大学】 

・ 共創学部 地域共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正する

こととし，了承された。 

 

【環境経営大学院大学】 

・ 経営研究科 経営専攻（P）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承

された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条３に基づき，警告を付すことが了承された。 

 



大学設置分科会 審査会（学際領域等特別審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和６年 12月 10 日（火）10:00～11:05 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），梅原委員，中島委員，畑山委員，平子委員，藤垣委員，   

益委員 

（専門委員会からの出席 大城委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（全体計画審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【武雄アジア大学】 

・ 東アジア地域共創学部 東アジア地域共創学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案を一部修正することとし，了承された。 



 

 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会 運営委員会 

議事要旨 

 

１ 日 時  令和６年１２月２３日（月）10:00～10:45 

 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石崎委員，熊谷委員， 

時任委員，畑山委員，前田委員 

※利益相反に該当する場合，当該審査案件の審査においては一時退席 

 

４ 議 事 

（１）大学等からの事前相談について 

事務局より，資料１－１，１－２，１－３に基づき，公私立大学及び公私立高等専

門学校の事前相談に係る判定案について説明があった後，審議が行われ，原案のと

おり了承された。 



 

 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会 運営委員会 

議事要旨 

 

１ 日 時  令和７年１月１７日（金）15:00～15:50 

 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石崎委員，熊谷委員， 

曄道委員，時任委員，畑山委員，前田委員 

※利益相反に該当する場合，当該審査案件の審査においては一時退席 

 

４ 議 事 

（１）大学等からの事前相談について 

事務局より，資料１－１，１－２に基づき，公私立大学等の事前相談に係る判定

案について説明があった後，審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承さ

れた。 



 

 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会・運営委員会合同会議 

議事要旨 

 

１ 日 時  令和７年３月１０日（月）13:30～14:35 

 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石崎委員，各務委員， 

加藤委員，神里委員，熊谷委員，鮫島委員，塚本委員，仲谷委員， 

仁科委員，畑山委員，平子委員，前田委員，益委員，村井委員 

 

４ 議 事 

（１）大学からの事前相談について 

事務局より，資料１－１，１－２に基づき，公私立大学等の事前相談に係る判定

案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

（２）設置計画履行状況等調査について 

   事務局より，資料２－１，２－２に基づき，令和６年度設置計画履行状況等調査

結果案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承された。調査結

果の公表にあたり，文言等に修正が生じた場合は会長に一任された。 

 

（３）設置計画履行状況等調査委員会審査運営内規の改正について 

   事務局より，資料３－１，３－２，３－３に基づき，設置計画履行状況等調査委

員会審査運営内規の改正案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり

了承された。 



 

大学設置・学校法人審議会 （メール審議） 

議事要旨 

 

 

１ 議決日  令和７年３月２８日（金） 

 

２ 議決者  （大学設置分科会） 

髙橋委員（会長），石渡委員，各務委員，加藤委員，神里委員， 

後藤委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員，仁科委員，畑山委員， 

平子委員，益委員，松尾委員，村井委員 

（学校法人分科会） 

村田委員（会長代理），新井委員，岩谷委員，内田委員，小川委員， 

加藤委員，金澄委員，須賀委員，谷岡委員，津曲委員，鶴委員， 

西内委員，西岡委員，森本委員 

 

３ 議 事（メール審議） 

 

（１）大学設置・学校法人審議会運営規則の改正について 

  大学設置・学校法人審議会運営規則第７条第１項に基づき，メール審議とすること

が確認され，配付資料により，大学設置・学校法人審議会運営規則の改正について審

議が行われ，原案のとおり了承された。 



 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会（メール審議） 

議事要旨 

 

 

１ 議決日  令和７年３月２８日（金） 

 

２ 議決者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石渡委員，各務委員， 

加藤委員，神里委員，後藤委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員， 

仁科委員，畑山委員，平子委員，益委員，村井委員 

 

３ 議 事（メール審議） 

 

（１）設置計画履行状況等調査委員会審査運営内規の改正について 

  大学設置・学校法人審議会運営規則第７条第１項に基づき，メール審議とすること

が確認され，配付資料により，設置計画履行状況等調査委員会審査運営内規の改正に

ついて審議が行われ，原案のとおり了承された。 



大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会 

議事要旨 

１ 日 時  令和７年４月１０日（木）15：00～16：00 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石渡委員，加藤委員， 

神里委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員，仁科委員，畑山委員， 

平子委員，村井委員 

４ 議 事 

議事に入る前に，事務局より，資料１に基づき，大学設置・学校法人審議会大学

設置分科会のメール審議の実績について報告があった。 

（１）設置認可等の諮問及び意見伺いについて

会長より，以下の件について文部科学大臣からの「諮問」及び「意見伺い」があ

った旨の報告があった。 

（諮問） 

・令和８年度開設予定の公私立の大学の学部等の設置認可について

・令和８年度開設予定の公私立の大学の大学院等の設置等認可について

・令和８年度からの私立大学の収容定員の変更に係る学則変更認可について

（意見伺い） 

・令和８年度開設予定の国立大学の研究科等の設置について

・令和８年度からの国立大学の収容定員の増加について

・令和８年度からの国立高等専門学校の収容定員の増加について

その後，事務局より，今回の「諮問」及び「意見伺い」について資料２－１， 

２－２，２－３，２－４，２－５，２－６に基づき報告があった。 



 

 

（２）審査体制について 

事務局より，資料３（１），３（２）に基づき，大学設置・学校法人審議会及び

大学設置分科会の審査体制について説明があった後，「令和８年度設置予定の専門

職大学院の審査体制について（案）」について審議が行われ，原案のとおり了承さ

れた。 

 

（３）令和８年度開設予定案件の審査の取扱いについて 

事務局より，資料４－１，４－２に基づき，令和８年度開設予定案件の審査の取

扱いについて説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

（４）審査会・専門委員会の付託先について 

事務局より，資料５に基づき，「審査会・専門委員会付託先一覧（案）」につい

て説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承された。また，付託先の追加

等の取扱いが生じた場合は会長に一任された。 

 

（５）国立大学の「意見伺い」の審査方法の見直しについて 

   事務局より，資料６に基づき，国立大学の「意見伺い」の審査方法の見直しにつ

いて報告があった。 



大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 14日（水）15:00～16:00 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  畑山委員（主査代理），時任委員，中島委員，西嶋委員，前田委員， 

     森委員，渡邊委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，稲葉委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【博多大学】 

・ データサイエンス学部 データサイエンス学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条９に基づき，分科会に判定案を「不可」とする

旨の報告を行うことが了承された。 

 

【学習院大学 国際文化交流学部】 

・ 国際文化交流学部 日本文化学科，国際コミュニケーション学科，英語コミュニケ

ーション学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

【学習院大学大学院 国際文化交流研究科】 

・ 国際文化交流研究科 国際文化交流専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。 



大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 16日（金）10:00～15:00 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  畑山委員（主査代理），北山委員，後藤委員，時任委員，中島委員， 

     西嶋委員，仁科委員，寳金委員，前田委員，森委員 

（専門委員会からの出席 蘆田委員，内山委員，新宮委員，杉野委員， 

高岡委員，水野委員，渡邊委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 ダイバーシティ科学専攻】 

・ 人文社会科学研究科 ダイバーシティ科学専攻（M）に対する審査意見案の審議が

行われ，原案のとおり了承された。 

 

【東北公益文科大学 国際学部】 

・ 国際学部 国際コミュニケーション学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

 

【梅花女子大学 文化表現学部 舞台芸術表現学科】 

・ 文化表現学部 舞台芸術表現学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとお

り了承された。 

 

【高崎健康福祉大学 人間発達学部 心理学科】 

・ 人間発達学部 心理学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正する

こととし，了承された。 

 

【香川大学大学院 医学系研究科 臨床心理学専攻】 

・ 医学系研究科 臨床心理学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のと

おり了承された。 

 

  



【太田医療科学大学】 

・ 健康科学部 リハビリテーション学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案の

とおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 

 

【高崎健康福祉大学大学院 保健医療学研究科 理学療法学専攻】 

・ 保健医療学研究科 理学療法学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

 

【大阪医療大学】 

・ 医療看護学部 理学療法学科，看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 

 

【北陸大学大学院 医療保健学研究科 医療保健学専攻】 

・ 医療保健学研究科 医療保健学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

を一部修正することとし，了承された。 

 

【順天堂大学大学院 薬学研究科】 

・ 薬学研究科 薬学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承

された。 



大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 21日（水）10:00～12:05 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  畑山委員（主査代理），北山委員，時任委員，中島委員，西嶋委員， 

仁科委員，前田委員，森委員，渡邊委員 

（専門委員会からの出席 後藤委員，露口委員，西端委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【花園大学 教育学部】 

・ 教育学部 初等教育学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正する

こととし，了承された。 

 

【新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科（通信教育課程）】 

・ 幼児教育学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

 

【環太平洋大学 経済経営学部（通信教育課程）】 

・ 経済経営学部 現代経営学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【帝京平成大学大学院 経営学研究科】 

・ 経営学研究科 経営学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修

正することとし，了承された。 

 

【城西大学大学院 経営学研究科 ビジネス・イノベーション専攻】 

・ 経営学研究科 ビジネス・イノベーション専攻（D）に対する審査意見案の審議が行

われ，原案のとおり了承された。 

  



【事業創造大学院大学 事業創造研究科 経営科学専攻】 

・ 事業創造研究科 経営科学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のと

おり了承された。 



大学設置分科会 審査会（第２審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 19日（月）14:00～16:50 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  前田委員（主査），石崎委員（主査代理），石渡委員，植木委員，香川委員， 

神里委員，鮫島委員，田中委員，千葉委員，廣瀬委員，藤垣委員，矢口委員 

（専門委員会からの出席 中村委員，渡邊委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【那須短期大学】 

・ 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 

 

【金城学院大学大学院 看護学研究科】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

 

【近畿大学 看護学部】 

・ 看護学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

【摂南大学大学院 看護学研究科 看護学専攻】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

 

【一宮研伸大学大学院 看護学研究科 看護学専攻】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修

正することとし，了承された。 

  



【関西看護医療大学大学院 看護学研究科 看護学専攻】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 



大学設置分科会 審査会（第２審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 27日（火）10:30～14:20 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  前田委員（主査），石崎委員（主査代理），植木委員，神里委員，鮫島委員， 

田中委員，千葉委員，廣瀬委員，藤垣委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，辛島委員，後藤委員，小林委員， 

新宮委員，原田委員，藤田委員，本間委員， 

吉田委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【亜細亜大学 健康スポーツ科学部】 

・ 健康スポーツ科学部 健康スポーツ科学科に対する審査意見案の審議が行われ，原

案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【福岡国際音楽大学】 

・ 音楽学部 音楽学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 

 

【京都先端科学大学大学院 健康科学研究科】 

・ 健康科学研究科 健康医療学専攻（M），健康スポーツ学専攻（M）に対する審査意見

案の審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。 

 

【畿央大学 健康工学部】 

・ 健康工学部 建築デザイン学科，健康イノベーション学科に対する審査意見案の審

議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

  



【日本医科大学 医療健康科学部】 

・ 医療健康科学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正す

ることとし，了承された。 

 

【日本医科大学大学院 看護学研究科】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修

正することとし，了承された。 

 

【西日本看護医療大学】 

・ 看護学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 



大学設置分科会 審査会（第３審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 22日（木）15:00～18:10 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），井野瀬委員，梅原委員，奥田委員，加藤委員， 

堤委員，濱中委員，𠮷川委員，渡辺委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，安積委員，及川委員，上山委員， 

            杉野委員，前杢委員，山田委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【長野大学大学院 共創情報科学研究科】 

・ 共創情報科学研究科 共創情報科学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。 

 

【大正大学 情報科学部】 

・ 情報科学部 グリーンデジタル情報学科，デジタル文化財情報学科に対する審査意

見案の審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【四国大学 デジタル創生学部】 

・ デジタル創生学部 デジタル創生学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を

一部修正することとし，了承された。 

 

【跡見学園女子大学 情報科学芸術学部】 

・ 情報科学芸術学部 情報科学芸術学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案の

とおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

  



【武蔵野大学 国際データサイエンス学部】 

・ 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科（通信教育課程）に対する審査

意見案の審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【京都橘大学 デジタルメディア学部】 

・ デジタルメディア学部 デジタルメディア学科（通信教育課程）に対する審査意見

案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 



大学設置分科会 審査会（第３審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 23日（金）15:00～18:00 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），井野瀬委員，奥田委員，加藤委員，堤委員， 

濱中委員，林委員，𠮷川委員，渡辺委員 

（専門委員会からの出席 青木委員，稲葉委員，井上委員，後藤委員， 

高岡（詠）委員，高岡（文）委員，西端委員， 

堀田委員，渡辺委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【環境経営大学院大学】 

・ 経営研究科 経営専攻（P）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承

された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条９に基づき，分科会に判定案を「不可」とする

旨の報告を行うことが了承された。 

 

【コー・イノベーション大学】 

・ 共創学部 地域共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正する

こととし，了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 

 

【事業創造大学院大学 情報デザイン学部】 

・ 情報デザイン学部 情報デザイン学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議

が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。 

 

【桃山学院大学 工学部】 

・ 工学部 工学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正することと

し，了承された。  



【周南公立大学大学院】 

・ 情報科学研究科 応用情報科学専攻（P）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

 

【北里大学大学院 未来工学研究科 生命データサイエンス専攻】 

・ 未来工学研究科 生命データサイエンス専攻（D）に対する審査意見案の審議が行

われ，原案を一部修正することとし，了承された。 

 

【群馬大学大学院 情報学研究科 情報学専攻】 

・ 情報学研究科 情報学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修

正することとし，了承された。 



大学設置分科会 審査会（学際領域等特別審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 13日（火）14:00～17:05 

２．場 所  文部科学省会議室・WEB会議システム 

３．出席者  松尾委員（主査），熊谷委員（主査代理），梅原委員，千葉委員， 

   中島委員，畑山委員，平子委員，藤垣委員 

（専門委員会からの出席 青木委員，蘆田委員，阿多委員，稲葉委員， 

大城委員，瀧口委員，西端委員，平川委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【武雄アジア大学】 

・ 東アジア地域共創学部 東アジア地域共創学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，実地による審査を実施すること

が了承された。 

 

【芝浦工業大学 システム理工学部 生命科学課程】 

・ システム理工学部 生命科学課程に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部

修正することとし，了承された。 

 

【大阪公立大学大学院 創薬科学研究科】 

・ 創薬科学研究科 創薬科学専攻（M），創薬科学専攻（D）に対する審査意見案の審議

が行われ，原案のとおり了承された。 

 

【帝京平成大学 共創学部】 

・ 共創学部 デジタル共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了

承された。 

 

【人間総合科学大学 人間科学部 心身健康科学科】 

・ 人間科学部 心身健康科学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了

承された。 



 

【共愛学園前橋国際大学 デジタル共創学部】 

・ デジタル共創学部 デジタル共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を

一部修正することとし，了承された。 

 

【種智院大学 社会共創学部】 

・ 社会共創学部 社会共創学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案を一部修正することとし，了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条 10 に基づき，面接による審査を実施すること

が了承された。 



大学設置分科会 審査会（学際領域等特別審査会） 議事要旨 

 

１．日 時  令和７年５月 20日（火）14:00～17:40 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），熊谷委員（主査代理），梅原委員，千葉委員， 

中島委員，平子委員，藤垣委員，益委員 

（専門委員会からの出席 井上委員，大城委員，金子委員，小林委員， 

辻委員，中山委員，西端委員，平川委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第一次専門審査）について 

５．議事概要 

 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

 

【昭和女子大学 総合情報学部】 

・ 総合情報学部 データサイエンス学科，デジタルイノベーション学科に対する審査

意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

【旭川市立大学 地域創造学部】 

・ 地域創造学部 地域創造学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正

することとし，了承された。 

 

【新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科（通信教育課程）】 

・ 人間総合学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【小田原短期大学 ライフデザイン総合学科】 

・ ライフデザイン総合学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，原

案を一部修正することとし，了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 

 

【平成国際大学 情報デザイン学部】 

・ 情報デザイン学部 情報デザイン学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。  



【順天堂大学大学院 国際教養学研究科 国際教養学専攻】 

・ 国際教養学研究科 国際教養学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

 

【宮崎国際大学 国際教養学部 比較文化学科（通信教育課程）】 

・ 国際教養学部 比較文化学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案を一部修正することとし，了承された。 

 

【新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 健康データサイエンス学科】 

・ 医療経営管理学部 健康データサイエンス学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案のとおり了承された。 

 

【文京学院大学 ヒューマン・データサイエンス学部】 

・ ヒューマン・データサイエンス学部 ヒューマン・データサイエンス学科に対する

審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条４に基づき，警告を付すことが了承された。 



大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会・運営委員会合同会議

 議事要旨 

１ 日 時  令和７年６月１７日（火）15:00～17:10 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石崎委員，石渡委員， 

各務委員，加藤委員，神里委員，熊谷委員，後藤委員，鮫島委員， 

塚本委員，曄道委員，時任委員，仲谷委員，西嶋委員，仁科委員， 

畑山委員，平子委員，前田委員 

※利益相反に該当する場合，当該審査案件の審査においては一時退席

４ 議 事 

（１）令和８年度開設予定の私立大学の設置認可の可否について

事務局より，資料１－１に基づき，私立大学の学部等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案，審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了

承された。 

また，事務局より，資料１－２に基づき，私立大学の設置認可に係る判定案及び

審査意見，設置構想審査の概要，不可理由書案について説明があった後，審議が行

われ，原案のとおり了承された。 

（２）令和８年度からの私立大学等の収容定員の変更に係る学則変更の認可の可否につ

いて

事務局より，資料２－１に基づき，令和８年度からの私立大学の収容定員の変更

に係る学則変更認可申請審査表について，資料２―２及び２－３に基づき，令和８

年度からの国立大学及び国立高等専門学校の収容定員の増加に係る意見伺い審査表

について説明があった後，審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承され

た。 

（３）大学等からの事前相談等について

事務局より，資料３－１，３－２，３－３，３－４，３－５に基づき，公私立大

学，国立大学及び国立高等専門学校の事前相談に係る判定案について説明があった

後，審議が行われ，原案のとおり了承された。 



 

 

 

（４）大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準における外国人留学

生受入れのための収容定員管理に関する特例制度の創設について 

   事務局より，資料４－１，４－２，４－３に基づき，大学，短期大学及び高等専

門学校の設置等に係る認可の基準における外国人留学生受入れのための収容定員管

理に関する特例制度の創設について報告がなされた。 



 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会（メール審議） 

議事要旨 

 

 

１ 議決日  令和７年６月２３日（月） 

 

２ 議決者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石渡委員，各務委員， 

加藤委員，神里委員，後藤委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員， 

仁科委員，畑山委員，平子委員，益委員，村井委員 

 

３ 議 事（メール審議） 

 

（１）令和８年度からの私立大学の収容定員の変更に係る学則変更の認可の可否に関す

る判定結果の一部変更について 

  大学設置・学校法人審議会運営規則第７条第１項に基づき，メール審議とすること

が確認され，配付資料により，岐阜聖徳学園大学の判定結果の一部変更について審議

が行われ，原案のとおり了承された。 



１．日 時  

２．場 所  

３． 出席者  

大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨

令和７年７月 31 日（木）14:00～15:50 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

髙橋委員（主査），北山委員，小長谷委員，時任委員，中島委員 

西嶋委員，仁科委員，前田委員，森委員，渡邊委員 

（専門委員会からの出席 蘆田委員，新宮委員，瀧口委員，露口委員， 

渡邊委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【大阪医療大学】 

・ 医療看護学部 理学療法学科，看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。

【北陸大学大学院 医療保健学研究科 医療保健学専攻（D）】 

・ 医療保健学研究科 医療保健学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。

【太田医療科学大学】 

・ 健康科学部 リハビリテーション学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案の

とおり了承された。

【高崎健康福祉大学大学院 保健医療学研究科 理学療法学専攻（D）】 

・ 保健医療学研究科 理学療法学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。

【高崎健康福祉大学 人間発達学部 心理学科】 

・ 人間発達学部 心理学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承さ

れた。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。



【香川大学大学院 医学系研究科 臨床心理学専攻（D）】 

・ 医学系研究科 臨床心理学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のと

おり了承された。 

 

【花園大学 教育学部】 

・ 教育学部 初等教育学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承さ

れた。 

 

【順天堂大学大学院 薬学研究科】 

・ 薬学研究科 薬学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承

された。 



１．日 時  

２．場 所  

３． 出席者  

大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨 

令和７年８月６日（水）14:00～15:40 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

髙橋委員（主査），畑山委員（主査代理），北山委員，小長谷委員，時任委員， 

中島委員，西嶋委員，仁科委員，寳金委員，前田委員，森委員，渡邊委員 

（専門委員会からの出席 安積委員，後藤委員，杉野委員，堀田委員， 

前杢委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【梅花女子大学 文化表現学部 舞台芸術表現学科】 

・ 文化表現学部 舞台芸術表現学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとお

り了承された。

【東北公益文科大学 国際学部】 

・ 国際学部 国際コミュニケーション学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

を一部修正することとし，了承された。

【埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 ダイバーシティ科学専攻（M）】 

・ 人文社会科学研究科 ダイバーシティ科学専攻（M）に対する審査意見案の審議が

行われ，原案のとおり了承された。

【環太平洋大学 経済経営学部】 

・ 経済経営学部 現代経営学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。

【帝京平成大学大学院 経営学研究科】 

・ 経営学研究科 経営学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。



【城西大学大学院 経営学研究科 ビジネス・イノベーション専攻（D）】 

・ 経営学研究科 ビジネス・イノベーション専攻（D）に対する審査意見案の審議が行

われ，原案のとおり了承された。 

 

【事業創造大学院大学 事業創造研究科 経営科学専攻（D）】 

・ 事業創造研究科 経営科学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のと

おり了承された。 



１．日 時

２．場 所

３． 出席者

大学設置分科会 審査会（第２審査会） 議事要旨 

令和７年８月１日（金）15:00～16:50 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

前田委員（主査），石崎委員（主査代理），石渡委員，植木委員， 

香川委員，神里委員，鮫島委員，千葉委員，廣瀬委員，福井委員， 

藤垣委員 

（専門委員会からの出席 中村委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【那須短期大学】 

・ 看護学科（３年制）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。

【近畿大学 看護学部】 

・ 看護学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

【金城学院大学大学院 看護学研究科】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。

【摂南大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（D）】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。



１．日 時  

２．場 所  

３． 出席者  

大学設置分科会 審査会（第２審査会） 議事要旨 

令和７年８月５日（火）14:00～17:30 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

前田委員（主査），石崎委員（主査代理），石渡委員，植木委員， 

香川委員，神里委員，田中委員，千葉委員，廣瀬委員，福井委員， 

藤垣委員，矢口委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，辛島委員，後藤委員，小林委員， 

新宮委員，須永委員，原田委員，吉田委員， 

渡邊委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【西日本看護医療大学】 

・ 看護学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

【日本医科大学 医療健康科学部】 

・ 医療健康科学部 看護学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承

された。

【日本医科大学大学院 看護学研究科】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。

【京都先端科学大学大学院 健康科学研究科】 

・ 健康科学研究科 健康医療学専攻（M），健康スポーツ学専攻（M）に対する審査意見

案の審議が行われ，原案のとおり了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条５に基づき，判定案を「不可」とし，審査意見

案に基づいて，不可理由案を作成することが了承された。なお，不可理由案の取り

まとめについては，主査に一任された。



【亜細亜大学 健康スポーツ科学部】 

・ 健康スポーツ科学部 健康スポーツ科学科に対する審査意見案の審議が行われ，原

案のとおり了承された。 

 

【畿央大学 健康工学部】 

・ 健康工学部 建築・造形デザイン学科，健康イノベーション学科に対する審査意見

案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条５に基づき，判定案を「不可」とし，審査意見

案に基づいて，不可理由案を作成することが了承された。なお，不可理由案の取り

まとめについては，主査に一任された。 

 

【一宮研伸大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（D）】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。 

 

【関西看護医療大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（D）】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条５に基づき，判定案を「不可」とし，審査意見

案に基づいて，不可理由案を作成することが了承された。なお，不可理由案の取り

まとめについては，主査に一任された。 

 

【福岡国際音楽大学】 

・ 音楽学部 音楽学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。 



１．日 時  

２．場 所  

３．出席者  

大学設置分科会 審査会（第３審査会） 議事要旨 

令和７年７月 25日（金）10:00～11:10 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

松尾委員（主査），曄道委員（主査代理），井野瀬委員，奥田委員， 

加藤委員，塚本委員，堤委員，濱中委員，林委員，𠮷川委員，渡辺委員 

（専門委員会からの出席 稲葉委員，高岡（詠）委員，高岡（文）委員， 

水野委員，屋代委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【跡見学園女子大学 情報科学芸術学部】 

・ 情報科学芸術学部 情報科学芸術学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条５に基づき，判定案を「不可」とし，審査意見

案に基づいて，不可理由案を作成することが了承された。なお，不可理由案の取り

まとめについては，主査に一任された。

【北里大学大学院 未来工学研究科 生命データサイエンス専攻（D）】 

・ 未来工学研究科 生命データサイエンス専攻（D）に対する審査意見案の審議が行

われ，原案のとおり了承された。

【群馬大学大学院 情報学研究科 情報学専攻（D）】 

・ 情報学研究科 情報学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとお

り了承された。

【周南公立大学大学院 情報科学研究科】 

・ 情報科学研究科 応用情報科学専攻（P）に対する審査意見案の審議が行われ，原

案のとおり了承された。



１．日 時  

２．場 所  

３．出席者  

大学設置分科会 審査会（第３審査会） 議事要旨 

令和７年８月４日（月）10:00～12:25 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

松尾委員（主査），井野瀬委員，梅原委員，加藤委員，塚本委員， 

堤委員，濱中委員，𠮷川委員，渡辺委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，後藤委員，杉野委員，西端委員， 

堀田委員，宮崎委員，屋代委員，渡辺委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【コー・イノベーション大学】 

・ 共創学部 地域共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承

された。

【武蔵野大学 国際データサイエンス学部】 

・ 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科（通信教育課程）に対する審査

意見案の審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。

【四国大学 デジタル創生学部】 

・ デジタル創生学部 デジタル創生学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。

【大正大学 情報科学部】 

・ 情報科学部 グリーンデジタル情報学科，デジタル文化財情報学科に対する審査

意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。



【長野大学大学院 共創情報科学研究科】 

・ 共創情報科学研究科 共創情報科学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。 

 

【桃山学院大学 工学部】 

・ 工学部 工学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。 

 

【事業創造大学院大学 情報デザイン学部】 

・ 情報デザイン学部 情報デザイン学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議

が行われ，原案のとおり了承された。 

 

【京都橘大学 デジタルメディア学部】 

・ デジタルメディア学部 デジタルメディア学科（通信教育課程）に対する審査意見

案の審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 



大学設置分科会 審査会（学際領域等特別審査会） 議事要旨 

１．日 時  令和７年７月 28日（月）10:00～11:45 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），熊谷委員（主査代理），梅原委員，千葉委員， 

畑山委員，平子委員，藤垣委員 

（専門委員会からの出席 蘆田委員，稲葉委員，井上委員，瀧口委員， 

平川委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【帝京平成大学 共創学部】 

・ 共創学部 デジタル共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正

することとし，了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。

【昭和女子大学 総合情報学部】 

・ 総合情報学部 データサイエンス学科，デジタルイノベーション学科に対する審査

意見案の審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。

【人間総合科学大学 人間科学部 心身健康科学科】 

・ 人間科学部 心身健康科学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了

承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８に基づき，判定案の保留が了承された。

【文京学院大学 ヒューマン・データサイエンス学部】 

・ ヒューマン・データサイエンス学部 ヒューマン・データサイエンス学科に対する

審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正することとし，了承された。

【大阪公立大学大学院 創薬科学研究科】 

・ 創薬科学研究科 創薬科学専攻（M），創薬科学専攻（D）に対する審査意見案の審

議が行われ，原案のとおり了承された。



【芝浦工業大学 システム理工学部 生命科学課程】 

・ システム理工学部 生命科学課程に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとお

り了承された。



大学設置分科会 審査会（学際領域等特別審査会） 議事要旨 

１．日 時  令和７年８月７日（木）13:40～16:15 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），熊谷委員（主査代理），梅原委員，千葉委員， 

畑山委員，藤垣委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，大城委員，金子委員，小林委員， 

辻委員，中山委員，西端委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第二次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【平成国際大学 情報デザイン学部】 

・ 情報デザイン学部 情報デザイン学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を

一部修正することとし，了承された。

【新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 健康データサイエンス学科】 

・ 医療経営管理学部 健康データサイエンス学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案を一部修正することとし，了承された。

【共愛学園前橋国際大学 デジタル共創学部】 

・ デジタル共創学部 デジタル共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案の

とおり了承された。

【旭川市立大学 地域創造学部】 

・ 地域創造学部 地域創造学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正

することとし，了承された。

【武雄アジア大学】 

・ 東アジア地域共創学部 東アジア地域共創学科に対する審査意見案の審議が行わ

れ，原案のとおり了承された。



【順天堂大学大学院 国際教養学研究科 国際教養学専攻（D）】 

・ 国際教養学研究科 国際教養学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案

のとおり了承された。 

 

【宮崎国際大学 国際教養学部】 

・ 国際教養学部 比較文化学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。 

 

【小田原短期大学 ライフデザイン総合学科】 

・ ライフデザイン総合学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，原

案のとおり了承された。 

 



 

 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会・運営委員会合同会議 

議事要旨（案） 

 

１ 日 時  令和７年８月２１日（木）13:00～17:00 

 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石崎委員，石渡委員， 

加藤委員，神里委員，熊谷委員，後藤委員，鮫島委員，塚本委員， 

時任委員，畑山委員，前田委員，村井委員 

※利益相反に該当する場合，当該審査案件の審査においては一時退席 

 

４ 議 事 

   議事に入る前に，事務局より，資料１に基づき，大学設置・学校法人審議会大学

設置分科会のメール審議の実績について報告があった。 

 

（１）令和８年度開設予定の公私立大学等の設置認可の可否等について 

事務局より，資料２－１に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，附帯

事項案及び審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承

された。 

次に，事務局より，資料２－２に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

次に，事務局より，資料２－３に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

次に，事務局より，資料２－４に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案を一部修

正することとし，了承された。 

次に，事務局より，資料２－５に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

  



 

 

（２）令和８年度開設予定の国立大学の学部等の設置計画の可否等について（意見伺い） 

事務局より，資料３に基づき，国立大学の学部等の設置計画に係る判定案，附帯

事項案及び審査意見案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承

された。 

 

（３）令和８年度からの私立大学の収容定員の変更に係る学則変更の認可の可否につい

て 

事務局より，資料４－１，４－２に基づき，令和８年度からの私立大学の収容定

員の変更に係る学則変更認可申請審査表について説明があった後，審議が行われ，

原案のとおり了承された。 

 

（４）大学等からの事前相談について 

事務局より，資料５－１，５－２，５－３，５－４に基づき，公私立大学等及び国

立大学の事前相談に係る判定案について説明があった後，審議が行われ，原案のと

おり了承された。 

 

（６）大学の統合等の場合の審査の取扱いについて 

事務局より，資料６に基づき，大学の統合等の場合の審査の取扱いについて説明

があった後，審議が行われ，原案のとおり了承された。 



 

大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会（メール審議） 

議事要旨 

 

 

１ 議決日  令和７年９月２６日（金） 

 

２ 議決者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石渡委員，各務委員， 

加藤委員，神里委員，後藤委員，鮫島委員，塚本委員，西嶋委員， 

仁科委員，畑山委員，平子委員，益委員，村井委員 

 

３ 議 事（メール審議） 

 

（１）令和８年度開設の学部新設の審査の取扱いについて 

  大学設置・学校法人審議会運営規則第７条第１項に基づき，メール審議とすること

が確認され，配付資料により，花園大学教育学部の審査の取扱いについて審議が行わ

れ，原案のとおり了承された。 



１．日 時

２．場 所

３． 出席者

大学設置分科会 審査会（第１審査会） 議事要旨 

令和７年 10月８日（水）10:00～10:20 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

髙橋委員（主査），畑山委員（主査代理），北山委員，小長谷委員，時任委員， 

西嶋委員，仁科委員，前田委員，渡邊委員 

（専門委員会からの出席 蘆田委員，後藤委員，西端委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第三次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【環太平洋大学 経済経営学部】 

・ 経済経営学部 現代経営学科（通信教育課程）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。

【高崎健康福祉大学 人間発達学部 心理学科】 

・ 人間発達学部 心理学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承さ

れた。



１．日 時

２．場 所

３． 出席者

大学設置分科会 審査会（第２審査会） 議事要旨 

令和７年 10月６日（月）13:00～14:45 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

前田委員（主査），植木委員，香川委員，神里委員，鮫島委員， 

田中委員，千葉委員，廣瀬委員，福井委員，矢口委員 

（専門委員会からの出席 後藤委員，中村委員，原田委員，渡邊委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第三次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【福岡国際音楽大学】 

・ 音楽学部 音楽学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案を一部修正すること

とし，了承された。

【那須短期大学 看護学科】 

・ 看護学科（３年制）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。

【摂南大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（D）】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。

【一宮研伸大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（D）】 

・ 看護学研究科 看護学専攻（D）に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり

了承された。



１．日 時  

２．場 所  

３．出席者  

大学設置分科会 審査会（第３審査会） 議事要旨 

令和７年 10月７日（火）14:00～15:05 

文部科学省会議室（WEB会議システム） 

松尾委員（主査），井野瀬委員，梅原委員，奥田委員，加藤委員，  

塚本委員，堤委員，濱中委員，林委員，𠮷川委員，渡辺委員 

（専門委員会からの出席 阿多委員，澁谷委員，西端委員，宮崎委員， 

山田委員，渡辺委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第三次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【長野大学大学院 共創情報科学研究科】 

・ 共創情報科学研究科 共創情報科学専攻（M）に対する審査意見案の審議が行われ，

原案のとおり了承された。

・ 大学設置分科会審査運営内規第６条８の規定により読み替える同条５に基づき，

判定案を「不可」とし，審査意見案に基づいて，不可理由案を作成することが了承

された。なお，不可理由案の取りまとめについては，主査に一任された。

【桃山学院大学 工学部】 

・ 工学部 工学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。

【武蔵野大学 国際データサイエンス学部】 

・ 国際データサイエンス学部 データサイエンス学科（通信教育課程）に対する審査

意見案の審議が行われ，原案のとおり了承された。



大学設置分科会 審査会（学際領域等特別審査会） 議事要旨 

１．日 時  令和７年 10月３日（金）16:40～17:10 

２．場 所  文部科学省会議室（WEB会議システム） 

３．出席者  松尾委員（主査），熊谷委員（主査代理），千葉委員，中島委員 

畑山委員，平子委員，藤垣委員 

（専門委員会からの出席 蘆田委員，澁谷委員） 

４．議 題  ・令和８年度開設予定大学等の審査（第三次専門審査）について

５．議事概要 

事務局より，配付資料に基づいて同日の審査の流れ等について説明があり，その後，

個別の審査案件の審査が行われ，審査意見が取りまとめられた。 

なお，審査意見の表現等の修正については，主査に一任された。 

【人間総合科学大学 人間科学部 心身健康科学科】 

・ 人間科学部 心身健康科学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了

承された。

【帝京平成大学 共創学部】 

・ 共創学部 デジタル共創学科に対する審査意見案の審議が行われ，原案のとおり了

承された。



大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会・運営委員会合同会議 

議事要旨 

１ 日 時  令和７年１０月１６日（木）13:00～15:00 

２ 場 所  文部科学省会議室（WEB 会議にて実施） 

３ 出席者  髙橋委員（会長），松尾委員（会長代理），石崎委員，石渡委員， 

各務委員，加藤委員，神里委員，熊谷委員，鮫島委員，曄道委員， 

時任委員，仲谷委員，西嶋委員，畑山委員，平子委員，前田委員 

※利益相反に該当する場合，当該審査案件の審査においては一時退席

４ 議 事 

議事に入る前に，事務局より，資料１に基づき，大学設置・学校法人審議会大学

設置分科会のメール審議の実績について報告があった。 

（１）令和８年度開設予定の公私立大学等の設置認可の可否について

事務局より，資料２－１に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，附帯

事項案及び審査意見について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承さ

れた。 

次に，事務局より，資料２－２に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了

承された。 

次に，事務局より，資料２－３に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了

承された。 

次に，事務局より，資料２－４に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

附帯事項案及び審査意見について説明があった後，審議が行われ，原案を一部修正

することとし，了承された。 

次に，事務局より，資料２－５に基づき，公私立大学等の設置認可に係る判定案，

審査意見及び不可理由書案について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり

了承された。 



 

 

（２）宮崎国際大学の設置認可申請に係る審査の取扱いについて 

事務局より，資料３に基づき，宮崎国際大学の設置認可申請に係る審査の取扱い

について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了承された。 

 

（３）令和８年度からの私立大学の収容定員の変更に係る学則変更の認可の可否につい

て 

事務局より，資料４に基づき，令和８年度からの私立大学の収容定員の変更に係

る学則変更認可申請審査表について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり

了承された。 

 

（４）令和８年度からの医学部の収容定員の増加に係る学則変更認可等の可否について 

事務局より，資料５－１，５－２に基づき，令和８年度からの私立大学の収容定

員の変更に係る学則変更認可申請審査表及び令和８年度からの国立大学医学部の収

容定員の増加に係る計画について説明があった後，審議が行われ，原案のとおり了

承された。 

 

（５）大学設置分科会における審査に係る改正の方向性について 

事務局より，資料６に基づき，大学設置分科会における審査に係る改正の方向性

について報告があった。 



第２２３回学校法人分科会 議事要旨 
 

１ 日  時：令和６年１１月１８日（月） １４：００～１４：３５ 

２ 場  所：Ｗｅｂ会議にて実施（高等教育局会議室） 

３ 出席委員：（委員）  新井、岩谷、小川、加藤、金澄、須賀、谷岡、津曲、

鶴、西内、西岡、村田、森本の各委員 

（特別委員）大橋、大谷、岡、取違、中野、中村、野口、濵口、

福原、宮田の各特別委員 

 

４ 議事 

・（１） 令和８年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可の諮問について 

資料１に基づき、文部科学大臣より諮問があった旨事務局から報告があ

った。 

 

・（２） 令和８年度開設予定の大学等の設置等に係る学校法人の寄附行為の認

可の可否について（早期判定）  

資料２に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（３） 令和８年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可の審査について 

資料３－１～３－２に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

 １４時３５分に閉会した。 



第２２４回学校法人分科会 

第１８回学生確保審査特別部会  

合同会議 議事要旨 
 

１ 日  時：令和７年１月２０日（月） １４：００～１６：００ 

２ 場  所：Ｗｅｂ会議にて実施（高等教育局会議室） 

３ 出席委員：（委員）  新井、小川、金澄、須賀、谷岡、津曲、鶴、西内、      

西岡、村田、森本の各委員 

（特別委員）大島、大橋、大谷、岡、取違、中野、中村、野口、 

濵口、福原、宮田の各特別委員 

（専門委員）佐藤、野田の各専門委員 

 

４ 議事 

・（１） 令和８年度開設予定の大学等の設置等に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可の審査について 

資料１－１～１－５に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（２） 令和６年度の大学等設置に係る学校法人の寄附行為（変更）認可後の

財政状況及び施設等整備状況調査（アフターケア）の実施結果につい

て 

資料２－１～２－３に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（３） その他（第２２１回学校法人分科会 議事３の状況報告） 

資料３に基づき事務局から説明があった。 

 

 

 １６時００分に閉会した。 



第２２５回学校法人分科会 

第１９回学生確保審査特別部会  

合同会議 議事要旨 
 

１ 日  時：令和７年３月４日（火） １４：００～１６：００ 

２ 場  所：Ｗｅｂ会議にて実施（１６F４会議室） 

３ 出席委員：（委員）  新井、岩谷、内田、小川、金澄、須賀、谷岡、津曲、

鶴、西内、西岡、村田、森本の各委員 

（特別委員）大島、大橋、大谷、岡、取違、中野、中村、野口、 

濵口、福原、宮田の各特別委員 

（専門委員）佐藤、福島、野田の各専門委員 

 

４ 議事 

・（１） 令和８年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可の審査について 

資料１に基づき事務局から説明があり、審議の結果、一部を除いて原案

のとおり了承され、修正を要する箇所については、分科会長及び学生確保

審査特別部会主査に一任する形で了承された。 

 

・（２） 令和６年度大学等設置に係る寄附行為（変更）認可後の財政状況及び

施設等整備状況調査（アフターケア）の結果について 

資料２－１～２－３に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（３） 令和７年度学校法人分科会の日程について 

資料３に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（４） 大学等の廃止の認可について（諮問） 

資料４に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（３） その他（中央教育審議会答申等について） 

資料５－１～５－２に基づき事務局から説明があった。 

 

 

 １６時００分に閉会した。 



第２２６回学校法人分科会 

第２０回学生確保審査特別部会  

合同会議 議事要旨 
 

１ 日  時：令和７年４月９日（水） １４：００～１５：４５ 

２ 場  所：Ｗｅｂ会議にて実施（１６Ｆ２会議室） 

３ 出席委員：（委員）  新井、岩谷、小川、加藤、金澄、須賀、谷岡、津曲、 

鶴、西内、西岡、村田、森本の各委員 

（特別委員）大島、大橋、大谷、岡、取違、中村、野口、濵口、 

福原、宮田の各特別委員 

（専門委員）佐藤、福島の各専門委員 

 

４ 議事 

・（１） 大学の設置者変更に係る認可について（諮問） 

資料１に基づき、文部科学大臣より諮問があった旨報告があった。 

 

・（２） 令和８年度開設予定の大学の学部等の設置に係る学校法人の寄附行為

変更の認可について（諮問） 

資料２に基づき、文部科学大臣より諮問があった旨報告があった。 

 

・（３） 令和８年度開設予定の大学の学部等の設置に係る学校法人の寄附行為

変更の認可の審査について 

資料３－１に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、原案のとお

り了承された。 

資料３－２～３－４に基づき、審議の結果、原案のとおり了承された。 

 

・（４） 令和８年度開設予定の大学の設置等に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可に関する実地審査について 

資料４に基づき、事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了

承された。 

 

・（５） 大学等設置に係る寄附行為（変更）認可審査の実質化・厳格化等につ

いて 

    資料５に基づき事務局から説明があった。 

 

・（６） その他 

事務局より次回の学校法人分科会の日程について説明があった。 

 

 １５時４５分に閉会した。 



第227回学校法人分科会 

第22回学生確保審査特別部会 合同会議 議事要旨 
 

１ 日  時：令和７年６月１３日（金） １４：００～１６：５０ 

２ 場  所：文部科学省高等教育局会議室（Web同時開催） 

３ 出席委員：（委員）  新井、岩谷、小川、金澄、加藤、須賀、谷岡、津曲、

鶴、西内、村田、森本の各委員 

（特別委員）大島、大橋、大谷、岡、取違、中野、野口、 

濵口、福原の各特別委員 

（専門委員）福島、家坂の各専門委員 

 

４ 議事 

・（１） 令和８年度開設予定の大学の設置等に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可に関する実地審査を踏まえた意見について 

資料１に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（２） 令和８年度開設予定の大学の学部等の設置等に係る学校法人の寄附行

為変更の認可に関する書面・面接審査を踏まえた意見について 

資料２に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（３） 令和８年度開設予定の大学の設置等に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可に関する書面審査（財務関係）の日程について 

資料３に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（４） 学校法人の寄附行為（変更）認可に係る附帯事項一覧について 

資料４に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（５） 短期大学の廃止の認可について（諮問） 

資料５に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり了承

された。 

 

・（６） その他（私大検討会議の状況報告） 

４月に開催された「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り

方検討会議」について、村田分科会長及び事務局から説明があった。 

 

 １６時５０分に閉会した。 



第228回学校法人分科会 

第23回学生確保審査特別部会 合同会議 議事要旨 
 

１ 日  時：令和７年８月２１日（木） １４：００～１７：５３ 

２ 場  所：文部科学省高等教育局会議室（Web同時開催） 

３ 出席委員：（委員）  新井、岩谷、内田、小川、加藤、須賀、津曲、鶴、 

西内、西岡、村田、森本 

（特別委員）大島、大橋、大谷、岡、取違、中野、中村、野口、 

福原、宮田の各特別委員 

（専門委員）佐藤、福島、家坂の各専門委員 

 

４ 議事 

・（１） 令和８年度開設予定の大学等の設置等に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可の可否について 

資料１－１～１－６に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（２） 令和７年度の大学等設置に係る学校法人の寄附行為（変更）認可後の

財政状況及び施設等整備状況調査（アフターケア）の方針について 

資料２－１～２－２に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（３） 大学等の廃止の認可について（諮問） 

資料３－１～３－２に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（４） その他（審査基準告示改正、私大検討会議中間まとめ）について 

資料４、５に基づき事務局から報告があった。 

 

 １７時５３分に閉会した。 



第229回学校法人分科会 

第24回学生確保審査特別部会 合同会議 議事要旨 
 

１ 日  時：令和７年１０月１６日（木） １４：３０～１６：２７ 

２ 場  所：文部科学省高等教育局会議室（Web同時開催） 

３ 出席委員：（委員）  新井、岩谷、小川、金澄、加藤、須賀、谷岡、津曲、

鶴、西内、西岡、村田、森本の各委員 

（特別委員）大島、大橋、大谷、岡、取違、中野、中村、野口、 

濵口、福原、宮田の各特別委員 

（専門委員）佐藤、福島、家坂の各専門委員 

 

４ 議事 

・（１） 令和８年度開設予定の大学等の設置等に係る学校法人の寄附行為（変

更）の認可の可否について 

資料１－１～１－２に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（２） 令和７年度の大学等設置に係る学校法人の寄附行為（変更）認可後の

財政状況及び施設等整備状況調査（アフターケア）の方針について 

資料２－１～２－４に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

・（３） 設置者変更に伴う学校法人の解散の認可について（諮問） 

資料３に基づき事務局から説明があった。 

 

・（４） 大学等設置に係る寄附行為（変更）認可審査の実質化・厳格化等につ

いて 

資料４－１～４－４に基づき事務局から説明があり、審議の結果、原案

のとおり了承された。 

 

 １６時２７分に閉会した。 
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